
                                                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

百聞は体験学習にしかず 
・・・宿泊学習（林間学校）で 

ひとまわり大きくなった５年生・・・ 
 

日本語には「百聞は一見にしかず」という言葉がありますが、 

私は「人から聞いて学ぶよりも、実際に一度自分の目で見て学 

ぶ方がよい。」という意味であるととらえています。この言葉を学校現場で考えると、「百

聞は体験活動にしかず」になるのではないかと考えています。 

それは、９月１４日（木）・１５日（金）の５年生の宿泊学習（林間学校）からも感じ

取ることができました。たった２日間でしたが、青空の中での登山、頂上からの壮大な景

色、新鮮な食材いっぱいの夕食、大いに盛り上がったキャンプファイヤー、友だちと一緒

のお風呂などを体験したことで、笑顔いっぱいで学校に帰ってきた５年生は、心も体もひ

とまわり大きくなっていました。宿泊学習（林間学校）だからこそできる体験活動から多

くのことを学んできたからだと思います。また、事前の子供たちの体調管理、持ち物の準

備など、保護者の皆様のご理解、ご協力のおかげです。ありがとうございました。 

９月２７日（水）の低学年（１～３年生）の遠足においても、子供たちは、集団で電車

に乗って出かける、ハイキングや山登りをする、校外で友達とお弁当を食べるなどを体験

しました。初めての遠足だった子供たちも少なくありません。めいっぱい活動した子供た

ちは翌日、少しお疲れぎみでしたが、達成感に満ちあふれていました。 

次は、６年生の修学旅行、４年生の社会科見学です。きっと様々な貴重な体験をしてき

てくれることでしょう。帰ってきたときの顔を楽しみにしています。 

今後も、子供たちが小学生の時にし

かできない体験学習を充実させ、「百

聞は体験活動にしかず」から大きく成

長することができる小手指小学校を目

指していきます。保護者の皆様、地域

の皆様におかれましても、引き続きご

支援、ご協力をお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

所沢市立小手指小学校 学校だより 
大 い ち ょ う 

令和５年１０月２日  第７号 

学校教育目標 

学びあい 

はげましあい 

高めあい 

３つの「あい」 校長 德増由美子 

「彩の国教育の日」は１１月 １日（水）です 

本校は１１月１８日（土）に「音楽発表会（保護者等へ公開）」を行います 
 

埼玉県では、県民の方々に教育に対する理解を深めていただくとともに、学校・家庭・地域が一体と

なって教育の充実を図るために、「彩の国教育の日」（１１月１日）、「彩の国教育週間」（１１月１日～７

日）を定めています。 

本校では、教育週間の後になりますが、１１月１８日（土）に「音楽発表会」を保護者の皆様へ公開し

ます。４年ぶりの音楽発表会となります。経験のある子供たちは５・６年生のみなので大成功するかは難

しいところですが、どの学年も仲間とつくる音を楽しみながら 

練習をがんばっています。保護者の皆様及びこてさしコミュニ 

ティの皆様、ぜひお越しください。詳細につきましては、学校 

からのおたよりにてお知らせいたします。 

５年生 宿泊学習 

１年生 遠足 ２年生 遠足 ３年生 遠足 



 
※８月末に本校のホームページをリニューアルしました。 

「いきいきニュース」につきましても引き続き掲載しています。 

右の二次元コードまたはアドレスから、ぜひ、ご覧ください。 

（バックナンバーは、旧ホームページよりご覧ください。） 
 
【NEW】 小手指小学校ホームページアドレス ： https://kotesashi-e.edumap.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※お子さんの学校での様子等について、ホームページへの掲載が難しい場合は、学校までご一報ください。 

個別に対応させていただきます。 

 

学校からのお知らせとお願い 
 
１０月２２日（日）は小手指小学校の開校記念日（誕生日）です！！ 
本校は、市内でも有数の歴史のある小学校です。１３４年前に上新井村と北野村が統合された

時に小手指小学校が誕生しました。子供たちには、先日の全校朝会で、「１０月２２日は小手指小

学校の１３４回目のお誕生日です。この歴史と伝統を大切に守り、笑顔いっぱいのすてきな学校

にしていきましょう。」と話しました。２２日の（日）、お子さんと話題にしてみてください。 
 
自転車の乗車用ヘルメットの着用について 
改正道路交通法が令和５年４月１日に施行され、自転車の乗車時には乗車用ヘ

ルメットの着用が努力義務として課せられました。子供たちの交通安全のため、自

転車に乗車する時はヘルメット着用をさせてください。 
 
子育ての目安「３つのめばえ」について 
本校では、１０月１２日（木）に令和６年度新入学児童対象の就学時健康診断を実施します。 

保護者の皆様は、数年前のお子さんの入学前に配付された埼玉県教育委員会作成リーフレット

【子育ての目安「３つのめばえ」】を覚えていらっしゃいますか。「３つのめばえ」とは、埼玉県

が小学校入学までに身に付けてほしいことをわかりやすくまとめたものです。概要を以下に掲載

しますので、改めてお読みいただき、お子さんの健やかな成長 

ご支援ください。 

８・９月の「いきいきニュース」より 

９月２１日（木） ３年生 ベースボールチャレンジ 

埼玉西武ライオンズの２

人のコーチの方が本校に来

て、ボールの投げ方などを教

えてくださいました。子供た

ちのやる気と目の輝きは、い

つもの数十倍でした。 

新ホームページの閲覧方法 

ＨＰをリニューアルしてから早１か月が経ちまし

た。スマートフォンから下校時刻予定表等が閲覧でき

ないなどのお問い合わせがありました。以下を参考に

メニューから探してみてください。お願いいたします。 

９月２６日（火） にこにこラリー 

今年は子供たちが「自

分たちのために自分たち

で計画して」遊びのお店

を開きました。どの教室

からも元気な声が響き、

たくさんの笑顔が見られ

ました。 

○生活 

・健康で安全な生活をする 

・自分のことは自分でする 

・物を大切にする 

○他者との関係 

・人とかかわる力を身に付ける 

・言葉で伝え合う 

・きまりや約束を守る 

○興味・関心 

・好奇心や探究心をもってい

ろいろなものにかかわる 

・文字や数量などの感覚を豊

かにする 

・自分の思いを表現する 
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